
 

 

 

 

 

 

安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラム・第２弾 
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はじめに                                 

１．プログラム策定の背景 

平成 14年以降、県内における刑法犯認知件数は年々減少を続け、平成 27年には、平成 14

年より７割近く減少し、平成に入ってから最少数となる 15,178件を記録しました。 

しかしながら、県民に大きな不安を与える凶悪犯罪、子ども・女性が被害者となる性犯罪

などは後を絶たず、さらには高齢者に対する特殊詐欺の増加、サイバー空間における犯罪も

相次ぐなど、犯罪情勢の急激な変化に伴う新たな課題が発生しました。また、平成 28 年５

月に開催された伊勢志摩サミットの後には、全国高校総体や三重とこわか国体の開催などに

伴って、多くの人の来県が見込まれ、交通安全にも一層の注意が求められることが課題とな

りました。 

こうした課題に対応するとともに、伊勢志摩サミットのレガシー（自分たちの地域は、自

分たちで守るという気運の高まり）を引き継ぎ発展させて、県民と、事業者、警察、行政な

ど、さまざまな主体が力を合わせて、安全で安心な三重のまちづくりをめざし、防犯・交通

安全にかかる取組を総合的に推進するため「安全で安心な三重のまちづくりアクションプロ

グラム」（以下「プログラム」という。）を平成 29 年１月に策定した後、令和２年から令和

５年までは、プログラム第２弾を、令和６年から令和８年まではプログラム第３弾に改定し

ました。 

このプログラムを、県民の皆さん一人ひとりが防犯意識を持つ「きっかけ」として、防犯

ボランティアの方の「支援ツール」として、事業者の方が防犯・交通安全に係る活動を始め

る際の「手引き」として、市町等関係機関が安全で安心なまちづくりに係る取組を検討する

際の「指針」としてそれぞれ活用いただき、皆の力を合わせて安全で安心な三重をめざして

いきます。 

２．プログラム第３弾について 

プログラム第２弾の計画期間が令和５年度末で終了することに伴い、成果や明らかとなっ

た課題、県民意識の変化や近年の犯罪情勢、傾向等をふまえつつ、令和６年３月、「安全で

安心な三重のまちづくりアクションプログラム・第３弾」（以下「プログラム第３弾」とい

う。）に改定しました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

協働 

事業者等市県 

県民

協力・連携 

「めざす姿」実現に向け、『意識づくり』『地域づくり』『環境づくり』をベースに 

して、各主体と連携しながら防犯・交通安全にかかる取組を進めていきます。 

  意識づくり 

～防犯・交通事故防止意識を高める～ 

地域づくり 

～地域の防犯・交通安全力を向上させる～ 

環境づくり 

～犯罪や交通事故を防ぐ環境を整える～ 
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 本書は、プログラム第２弾に基づく令和５年度の成果と課題をふまえつつ、翌年度（令和

６年度）の効果的なプログラム第３弾の促進に資することを目的とします。 

Ⅰ アクションプログラム第２弾を踏まえたアクションの紹介                    

（１）安全・安心まちづくりフォーラムの開催 

  県民の皆さんの防犯意識の高揚と、犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりの推

進等を目的としたイベント「安全・安心まちづくりフォー

ラム」を警察本部・三重県防犯協会連合会と共催しました。 

  「現役世代主体の活動」、「地域活性化活動との連動」と

いった特色ある取組を行う県内防犯ボランティア団体（３

団体）による事例発表や、「持続可能な防犯ボランティア

～地域の安全・安心をつむぎ出す～」と題し、皇學館大学

現代日本社会学部 大井智香子准教授に防犯に関する理

論や持続可能な防犯ボランティアについて、ご講演いただ

きました。 

  参加者からは、「同じ活動をする仲間が県内にいることを再確認できた」、「各地域の工

夫された取組を知れて参考になりました」、「普段だと考えることのない安全・安心まちづ

くりについて改めて考えていく機会になりました」といった声がありました。                                       

【実施概要】 

実施日 場所 対象者 参加者数 

８月 23日 県庁講堂 防犯ボランティア団体や関係機関の職員等 ９２人 

 

 

 

（２）「安全安心まちづくり地域リーダー」養成講座の開催   

防犯ボランティア等の経験が概ね３年以上であり、地域の防犯活動等をけん引する意志

のある方などを対象に、防犯活動を継続していくための有益な知識や、他の活動者を指導

することができるような実践的技術を身に着けていただくための講座を昨年度に引き続

講演の様子 

事例発表の様子 
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き開催しました。内容としては、まず、県でのアクションプログラム推進の主軸となる県・

警察本部・県教育委員会事務局による「安全・安心まちづくりに係る県の取組について」

（県）、「県内の犯罪情勢」（県警）、「スクールガードについて」（教育委員会事務局）の説

明を行いました。 

続けて、「安全・安心なまちづくりのために求められることとは」と題し、特定非営利活

動法人日本こどもの安全教育総合研究所 宮田美恵子講師に子どもたちを守る取組につ

いてご講演いただきました。 

最後は、うさぎママのパトロール教室安全インストラク

ター 武田信彦様に、効果的な防犯対策の考え方や子ども

たちへの防犯指導のコツなど、防犯活動に係る実践的な知

識をご教授いただきました。 

本講座の開催の結果、安全安心まちづくり地域リーダー

を新たに 28 名養成することができました。来年度は全市

町へのリーダー配置をめざし、取組を進めていきます。 

 

【実施概要】 

実施日 場所 対象者 参加者数 

８月８日 三重県津庁舎大会議室 新規リーダー申込のあった県民 53 人（うち新規申込者 28 人） 

 

（３）安心して暮らせるまちづくり出前講座の実施 

県内での安全で安心なまちづくりに係る取組をより一層

広げていくとともに、日ごろの活動の参考としていただく

ための出前講座を令和５年度は３回実施し、アクションプ

ログラムの概要や県の安全安心まちづくりに係る取組につ

いて説明するとともに、できる範囲で安全安心まちづくり

活動に協力いただけるよう呼びかけを行いました。 

 

【実施概要】 

実施日 要請のあった団体 対象者 参加者数 

５月１８日 桑名市統計協会 会員 20 人 

５月２５日 伊勢市内自主防犯団体連絡会 会員 12 人 

７月２１日 株式会社ﾊﾟｼﾌｨｯｸ放課後児童ｸﾗﾌﾞまりん 小学生及び支援員 50 人 

 

（４）安全・安心なみえのまちづくり防犯サポート事業者登録制度の開始 

「事業者」は、「県民」や「自治体(県・市町)」と並ぶアクションの重要な担い手です。 

「事業者」が防犯活動に参画することは、地域における構成員の高齢化や担い手不足とい

った課題に対応でき、持続可能な活動につながります。本制度は、「事業者」が防犯活動

に参画しやすくなるような仕組みとして、令和５年６月から運用を開始しました。 

出前講座の様子 

講演の様子 
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  引き続き、出来る限り幅広い事業者へこの制度を周知し、多くの事業者に登録いただく

ことで、持続可能な活動を全県的に展開していきたいと考えています。 

  なお令和６年３月末現在、391店舗の事業者が登録しています。 

 

 

 

（５）県関係部局のさらなる連携の推進（３分野ＷＧの開催） 

アクションプログラムの主軸となる県の３分野（県・警察・教育委員会）の連携を強 

化し、安全安心まちづくりに係る県の取組がより効果的なものになるよう協議を重ねる 

場として、担当者によるワーキンググループを実施しました。 

  令和５年度は１回開催し、各分野での年間スケジュールの共有や、その中で協力でき 

る取組がないかの検討を実施し、「安全・安心まちづくりフォーラムの警察本部との共 

催」、「安全・安心まちづくり地域リーダー養成講座とスクールガード・リーダー育成講 

習会の同時開催」といった連携をしました。 

「安全安心まちづくりフォーラムの警察本部との共催」については、県及び警察本部 

がそれぞれで開催していたイベントを統合開催することによって、運営の効率化及び参 

加者の利便性向上につながりました。【詳細は（１）を参照】 

「安全安心まちづくり地域リーダー養成講座の開催」 

については、安全安心まちづくりに携わる県民に対する 

講習会を開催することで、地域においてリーダーになり 

うる人物を育成することができました。【詳細は（２）を 

参照】。 

令和６年度もワーキンググループを通じて、関係職員 ワーキンググループの様子 

制度の概要 
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が連携し、顔の見える関係作りを推進していきます。 

 

【実施概要】 

実施日 場所 議題 

４月 26日 環境生活部 相談室 ・各分野の令和５年度事業について情報共有 

・意見交換 

 

（６）市町担当者会議の開催 

県の取組を市町の担当者へ周知し、県と市町の密な連 

携のもと安全安心まちづくりに取り組むための体制整 

備を目的に市町担当者会議を開催しました。 

    会議では、県の取組内容を説明し協力を求めたほか、 

警察本部からは、犯罪情勢の説明を受け共有しました。 

また、「特殊詐欺防止に係る取組状況」及び「防犯 

カメラに係る補助制度や設置状況」、「防犯灯の設置状 

況」等についての意見交換を行いました。 

   

【実施概要】 

実施日 対象者 参加者数 

５月 23日 各市町安全安心まちづくり（防犯）担当者 34名 

 

（７）「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり推進会議」の開催 

この会議は、「犯罪のない安全で安心な三重のまちづく

り条例」第５条の規定における推進体制を整備するため

設置する県の附属機関等に位置づけられるもので、県の

安全で安心なまちづくりに係る課題や、施策の方針など

について議論する重要な場です。 

令和５年度は３回開催し、事業者に向けた取組の検討

や、プログラム第３弾の改定に係る取組の方向性につい

て協議を行いました。 

 

 

【実施概要】 

 実施日 場所 主な協議事項等 参加委員 

第１回 ５月 18日 ＪＡ 

三重健保会館 

大研修室 

・プログラム第２弾令和４年度の総括（案）

について 

・「安全で安心な三重のまちづくりアクシ

ョンプログラム・第３弾」骨子案について 

16名 

推進会議の様子 

担当者会議の様

子 
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第２回 11月９日 三重県庁講堂

棟 131・132会

議室 

・「安全で安心な三重のまちづくりアクシ

ョンプログラム・第３弾」中間案について 

16名 

第３回 ２月９日 ＪＡ三重健

保会館３階 

大研修室 

・「安全で安心な三重のまちづくりアク

ションプログラム（第３弾）」最終案につ

いて 

16名 

 

（８）防犯アプリの「紹介リーフレット」の作成配布 

防犯アプリの中には、防犯等に関する注意情報を提供する機能や痴漢撃退機能が備え 

られたものがあります。県民への周知、防犯意識の向上を図る目的で、同アプリを紹介 

したリーフレットを作成配布しました。 

 

Ⅱ 県（関係部局）の取組状況                         

プログラム第２弾の重点テーマ６項目に関連する県（関係部局）の主要施策の令和５年度

の取組概要等は以下のとおりです。 

【重点テーマ６項目】 

１．地域の防犯力を高める 

２．子どもを犯罪から守る 

３．女性を犯罪から守る 

４．高齢者を犯罪から守る 

５．近年懸念される犯罪等に対する安全・安心を確保する 

６．交通事故ゼロ・飲酒運転ゼロをめざす 

なお、以下に記載の「令和５年度の取組概要」は令和６年２月末時点での記載であり、令

和５年度実績（令和５年度末時点）とは異なる場合があります。 

１．重点テーマ「地域の防犯力を高める」  

 
令和５年度の取組概要 令和６年度の取組方向 主担当部 

【安全安心まちづくり地域リーダー養成講座】 

地域の防犯活動等をけん引する意志

のある方などを対象に、「安全安心まち

づくり地域リーダー養成講座」を開催

し、新たに 28 名の地域リーダーを養成

しました。 

プログラムの注力する方向性に

「さまざまな主体と連携した持続可

能な防犯・交通安全活動が行われる

地域づくりに努める」の活動指標に

「地域リーダーの配置市町数」が未

達成（9市町/29市町）であるため、

目標達成に向け、未配置市町への働

きかけ等により達成をめざします。 

環境生活部 

（くらし・

交通安全

課） 

【安全安心まちづくり地域リーダーフォローアップ講座】 

フォローアップ講座は、実施していま

せん。  

本年度は、フォローアップ講座を

開催し、リーダーの一層のスキル向

環境生活部 

（くらし・
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上やリーダー同士の交流による知

識・ノウハウの共有を図ります。 

交通安全

課） 

【市町担当者との連携】 

アクションプログラムの改定につい

て、市町担当者会議において情報共有を

図るとともに、県の取組への協力を求め

たほか、各市町で実施している補助制度

等について情報共有、意見交換すること

で県及び市町間での連携を深めました。 

市町担当者同士の連携を深めるた

め、会議の機会を増やし（２回を予

定）、密な連携のもと取組を進めてい

きます。 

環境生活部 

（くらし・

交通安全

課） 

【地域生活定着支援事業 】 

県が設置する三重県地域生活定着支

援センターにおいて、高齢であり、又は

障がいを有するため福祉的な支援を必

要とする矯正施設退所者等が、地域の中

で必要な支援を受けながら自立した日

常生活又は社会生活を営むことができ、

ひいては再犯防止につながるよう、保護

観察所等の関係機関と連携し、帰住先の

確保や必要な福祉サービス（障害者手帳

の交付、社会福祉施設の利用など）への

つなぎ等の支援を実施しました。 

 

※令和５年度取組実績 

・コーディネート業務   40件 

・フォローアップ業務   30件 

・被疑者等支援業務    ２件 

・相談支援業務     ５件 

引き続き、犯罪や非行をした人を

孤立させず、再び過ちを犯すことの

ないよう、国や市町、関係団体等と連

携して、矯正施設退所者等の円滑な

地域生活への移行支援に取り組みま

す。また、現在の「三重県再犯防止推

進計画」が最終年度となることから、

次期計画の策定に取り組みます。 

子ども・福

祉部 

（地域福祉

課） 

【地域・事業者・学校等との連携】 

安全で安心して暮らせる犯罪の起き

にくい社会を構築するため、地域の犯罪

情勢に応じ、警察活動の強化に取り組む

とともに、市町や地域住民、防犯ボラン

ティア団体等との連携による犯罪防止

に向けた取組を推進した結果、防犯ボラ

ンティア団体は 917団体（前年比＋７団

体）と増加しました。一方で、令和５年

中の刑法犯認知件数は 9,955件（前年比

＋2,308件）と増加しました。 

安全で安心して暮らせる犯罪の起

きにくい社会を構築するため、地域

の犯罪情勢に応じ、警察活動の強化

に取り組むとともに、市町や地域住

民、防犯ボランティア団体等との連

携による犯罪防止に向けた取組を推

進します。 

  

警察本部 

（生活安全

企画課） 
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【「子ども安全・安心の店」認定事業】 

地域における防犯ボランティア活動

に取り組む団体等に対し、防犯活動用物

品の配布や犯罪情報・地域安全情報の提

供等を通じた支援を推進しました。ま

た、「子ども安全・安心の店」認定事業

所については、各業界団体に対する働き

掛けを継続し、更なる拡充に取り組んだ

結果、令和６年２月末で 1,474 事業所

（前年比＋42 事業所）となりました。 

地域における防犯ボランティア活

動に取り組む団体等に対し、防犯活

動用物品の配布や、犯罪情報・地域安

全情報の提供等を通じた支援を推進

します。また、「子ども安全・安心の

店」認定事業所について、県内全ての

小学校区に複数設置しましたが、引

き続き、各業界団体に対する働き掛

けを継続し、認定事業所の更なる拡

充に取り組みます。 

警察本部 

（生活安全

企画課） 

 

２．重点テーマ「子どもを犯罪から守る」  

 
令和５年度の取組概要 令和６年度の取組方向 主担当部 

【スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置】 

いじめや暴力行為の被害に遭ってい

る児童生徒の心のケアや、課題を抱える

児童生徒への支援を一層効果的に行う

ため、ＳＣとＳＳＷの配置時間を拡充し

ました。（ＳＣ：令和４年度比 4.4％増、

ＳＳＷ：令和４年度比 48.2％増） 

ＳＳＷについては、県立学校（27 校）

や各市町の公立中学校区（52 校区）を

拠点に活動し、より機動的に支援が行え

るよう取り組みました。加えて、児童生

徒の日常的な相談に対応する教育相談

員を公立中学校 125校と県立学校 20校

に引き続き配置し、ＳＣやＳＳＷと連携

して支援を行いました。 

また、弁護士によるいじめ予防授業

（小中学校のべ 96 校）や法務相談を実

施するなど、専門人材と連携して対応に

あたりました。 

いじめや暴力行為の被害に遭って

いる児童生徒の心のケアや、課題を

抱える児童生徒への支援を一層効果

的に行うため、ＳＣとＳＳＷの配置

時間を拡充します。 

ＳＳＷについては、県立学校（27

校）や各市町の公立中学校区（67 校

区）を拠点に活動し、より機動的に支

援が行えるよう取り組みます。加え

て、ＳＣやＳＳＷと連携して、児童生

徒の日常的な相談に対応する教育相

談員を公立中学校と県立学校に引き

続き配置します。 

また、弁護士によるいじめ予防授

業の実施や法務相談体制の充実、弁

護士と臨床心理士からなるいじめ対

策アドバイザーの県立学校への派遣

など、専門人材と連携した支援を進

めていきます。 

教育委員会 

（生徒指導

課） 

【インターネット上における不適切な書き込みへの対応】 
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インターネット上の不適切な書き込

みを検索するために、年３回（８月下旬

から９月・１１月・１月）の通常のパト

ロールに加え、年間（平日）を通して不

適切な書き込み等のパトロールを実施

しました。令和６年３月末現在で 972

件の不適切な書き込みを検知しており、

学校や市町が特定できる書き込みにつ

いては、該当市町教育委員会と情報共有

を行い対応しました。 

また、いじめや人権侵害につながるイ

ンターネット上の不適切な書き込みを

通報できるアプリ「ネットみえ～る」を

引き続き運用しました。令和５年度で

「ネットみえ～る」のダウンロード数は

7,293 件、令和５年度投稿数は 69件（う

ち子どもに関わる投稿は 10 件）となっ

ています。寄せられた投稿については学

校や各市町等教育委員会等の関係機関

と連携し、被害児童生徒を守る対応をと

るとともに、加害児童生徒に指導を行い

ました。 

ネットトラブルやいじめ・人権侵

害から児童生徒を守るため、引き続

き、インターネット上の不適切な書

き込みを検索するネットパトロール

を実施します。 

不適切な書き込みを検知した場合

は、学校や各市町等教育委員会等の

関係機関と連携し、速やかな対応を

実施します。 

教育委員会 

（生徒指導

課） 

【児童・生徒のネットリテラシー向上】 

いじめ防止をテーマとする動画コン

テストを実施し、小学校３校、中学校４

校、高等学校 12 校が参加しました。参

加校の児童生徒に向けた研修会では、県

教育委員会による「情報モラル授業」等

を行い、動画作成を通じて、児童生徒が

いじめを許さず、相手を思いやる心や、

個性を認め尊重する態度、ＳＮＳ等によ

る誹謗・中傷やいじめを行わない態度を

育みました。また、ポータルサイト上で

コンテストを実施し、県民投票による優

秀作品の選定を行い、2,755 票の投票が

あり、広く県民への啓発につなげまし

た。 

児童生徒が「いじめ防止」および

「情報モラルの向上」をテーマにし

た動画を作成する取組を通じ、いじ

めを許さない心や、相手を思いやる

心、ネットリテラシーを育みます。動

画作成に際しては、児童生徒間で、い

じめの防止について意見交換し、い

じめの防止に向けた主体的な行動が

できるよう取り組みます。 

「情報モラル教育」に係る専門機

関一覧を作成・配付するなどし、各学

校において子どもや保護者に向けた

授業や研修会が充実するよう働きか

けます。 

また、各家庭で子どもと一緒にイ

教育委員会 

（生徒指導

課） 
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ンターネットの使い方について考え

る機会を持ってもらえるよう、保護

者向けのリーフレットをとおして、

インターネットの危険性に関する情

報や、トラブルから子どもを守るた

めの情報を発信するなど、継続した

啓発に取り組みます。 

【通学路の安全確保及び学校安全体制の構築】 

通学路等の安全確保については、伊賀

市伊賀地区をモデル地域として、県立伊

賀白鳳高校を拠点校に、学校安全アドバ

イザーによる登下校の安全対策に係る

助言を行いました。学校安全アドバイザ

ーの指導助言のもと、高校生が地域の小

中学生と協力して、防犯や交通安全上の

危険箇所を明示した安全マップを作成

するなど、交通ルールの遵守と交通安

全、防犯に対する子どもたちの意識の向

上を図りました。また、スクールガード・

リーダーを核とし、学校と地域が連携し

た学校安全体制の構築に資するため、ス

クールガード・リーダー及びスクールガ

ードを対象とした研修会を実施すると

ともに、各団体の活動に必要な物品の支

援を行いました。 

さらに、各市町の行う通学路合同点検

の結果を、関係部局や警察本部と共有

し、通学路の安全対策が円滑に進むよう

取り組みました。 

学校における安全推進体制を構築

するため、学校安全アドバイザーを

委嘱し、モデル地域で通学路等の安

全点検や安全マップづくりを実施し

ます。また、通学路等における児童生

徒の安全確保のため、見守り活動の

中心となるスクールガード・リーダ

ーを育成するとともに、地域のスク

ールガードを養成します。加えて、県

内の公立学校の教員を対象に校種別

の講習会を行い、交通安全及び防犯

対策の指導者を養成し、各学校での

交通安全教育・防犯教育を進めてい

きます。 

さらに、各市町の行う通学路合同

点検の結果を、関係部局や警察本部

と共有し、通学路の安全対策が円滑

に進むよう取り組みます。 

教育委員会 

（生徒指導

課） 

【子どもの権利について学ぶことのできるワークシート及びデジタル絵本の作成・配付】 

令和３年度に作成した、子どもが自ら

権利について学ぶことができるワーク

シート（小学校高学年の子どもが対象）

やデジタル絵本（小学校低学年から未就

学の子どもが対象）の活用について、小

中学校長会で呼びかけました。 

令和３年度に作成した、子どもが

自ら権利について学ぶことができる

ワークシート（小学校高学年の子ど

もが対象）やデジタル絵本（小学校低

学年から未就学の子どもが対象）に

ついて、引き続き活用するよう学校

等に呼びかけます。 

子ども・福

祉部 

（少子化対

策課） 

【「みえ次世代育成応援ネットワーク」】との連携 
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「みえ次世代育成応援ネットワーク」

では、地域の子どもたちに貴重な学びや

体験の機会を創出するため、当ネットワ

ークの会員企業や団体において、出前講

座を含めた子どもの会社見学（オシゴト

チャレンジ ミエキッズ）を計 11 回実

施しました。 

また、子どもから家族や友だちなど

へ、大人から子どもへ、思ってはいるけ

れどなかなかお互いに伝えられない大

切な人への「ありがとう」の気持ちをテ

ーマにした「ありがとうの一行詩コンク

ール」を実施し、5,425 件の応募数があ

りました。 

「みえ次世代育成応援ネットワー

ク」では、地域の子どもたちに貴重な

学びや体験の機会を創出するため、

当ネットワークの会員企業や団体に

おいて、出前講座を含めた子どもの

会社見学（オシゴトチャレンジ ミエ

キッズ）を実施します。 

また、子どもから家族や友だちな

どへ、大人から子どもへ、思ってはい

るけれどなかなかお互いに伝えられ

ない大切な人への「ありがとう」の気

持ちをテーマにした「ありがとうの

一行詩コンクール」を実施します。応

募方法を改善することにより、多く

の方に応募していただけるよう取り

組みます。 

子ども・福

祉部 

（少子化対

策課） 

【相談電話「こどもほっとダイヤル」の実施】 

子どもの声を直接受け止め、子ども自

身が解決に向かうよう支える相談電話

「こどもほっとダイヤル」を実施(相談

件数 922 件)しました。 

青少年にＷｅｂやＳＮＳ等の適正利

用が進むよう出前講座を実施（30 件）

しました。 

子どもの声を直接受け止め、子ど

も自身が解決に向かうよう支える相

談電話「こどもほっとダイヤル」の委

託機関との連携を図り、周知を拡大

します。 

青少年にＷｅｂやＳＮＳ等の適正

利用が進むよう出前講座の実施回数

を拡大します。 

子ども・福

祉部 

（少子化対

策課） 

【専門職の増員による児童相談所の体制強化】 

国が策定した「新たな児童虐待防止対

策体制総合強化プラン」に対応するた

め、引き続き、児童福祉司や児童心理司

などの専門職の増員を着実に進め、児童

相談所の体制強化に努めました。 

国が策定した「新たな児童虐待防

止対策体制総合強化プラン」に対応

するため、引き続き、児童福祉司や児

童心理司などの専門職を着実に確保

し、児童相談所の体制強化に努めま

す。 

子ども・福

祉部 

（児童相談

支援課） 

【ＡＩシステムの活用による児童相談所の対応力強化】 

児童相談所における対応力強化のた

め、ＡＩシステムの活用によるリスクア

セスメントのさらなる精度向上を図り、

迅速で的確な相談対応を行うとともに、

その後の再発防止、家族再統合等の家族

児童相談所における対応力強化の

ため、ＡＩシステムの活用によるリ

スクアセスメントのさらなる精度向

上を図り、的確な相談対応を行うと

ともに、ニーズアセスメントツール

子ども・福

祉部 

（児童相談

支援課） 
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支援のため、ニーズアセスメントツール

の精度を高め、法的対応や介入的支援を

推進しました。 

と一体的に活用することで、虐待の

再発防止、家族再統合等の家族支援

を推進します。 

【児童相談所における外国人児童の虐待への対応】 

北勢地域で増加する外国人児童の虐

待に対応するため、北勢児童相談所と鈴

鹿児童相談所に外国人支援員を配置し、

外国人児童の支援にあたるとともに、見

守りを行い虐待の再発防止に努めまし

た。 

北勢地域で増加する外国人児童の

虐待に対応するため、北勢児童相談

所と鈴鹿児童相談所に外国人支援員

を配置し、外国人児童の支援にあた

るとともに、見守りを行い虐待の再

発防止に努めます。 

子ども・福

祉部 

（児童相談

支援課） 

【市町におけるこども家庭センターの設置促進】 

市町における子ども家庭総合支援拠

点の設置を促進する（ 27 市町／令和５

年度末）とともに、市町とともに現状の

分析や課題・方向性の検討など、市町を

支援するため全市町を対象に定期協議

を実施しました。また、児童福祉法改正

に伴い、令和６年４月から市町に設置が

求められる「こども家庭センター」開設

準備研修を開催する等、各市町の児童相

談体制の強化に取り組みました。 

児童福祉法改正により、市町に設

置が求められている「こども家庭セ

ンター」の設置を促進し、児童虐待の

未然防止や早期発見につなげるた

め、引き続き、要保護児童対策地域協

議会の対応力の強化や市町における

児童相談体制の充実を図ります。 

子ども・福

祉部 

（児童相談

支援課） 

【要保護児童対策地域協議会運営支援アドバイザーの派遣やスーパーバイザーの派遣】 

関係機関の連携を図る場である市町

要保護児童対策地域協議会の運営を支

援するためのアドバイザーの派遣（13

市町 16 回）や児童相談の進行管理等

を助言するスーパーバイザーの派遣（４

市町 10 回）等を行いました。 

 関係機関の連携を図る場である市

町要保護児童対策地域協議会の運営

を支援するためのアドバイザーの派

遣（13 市町 13 回／予定）や児童相

談の進行管理等を助言するスーパー

バイザーの派遣（４市町 10 回／予

定）等を行います。また、今年度から

市町支援コーディネーターを配置

し、市町及び各児童相談所間の連携

を促進します。 

子ども・福

祉部 

（子育て支

援課） 

【児童相談所と警察の連携強化】 

児童相談所と警察との連携を強化す

るため、児童相談センターと警察本部を

オンラインで結び情報共有を行うとと

もに、児童虐待事案に迅速かつ適切な対

応を図るため、合同訓練を実施しました

 児童相談所と警察との連携を強化

するため、各児童相談所と警察本部

をオンラインで結び情報共有を行う

とともに、児童虐待事案に迅速かつ

適切な対応を図るため、合同訓練を

子ども・福

祉部 

（子育て支

援課） 
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（１回）。被虐待児童や指導等を必要と

する児童について、県内２か所の児童相

談所一時保護所や児童養護施設等にお

いて（委託）一時保護を行い、心のケア

等を行いました。 

実施します。被虐待児童や指導等を

必要とする児童について、県内２か

所の児童相談所一時保護所や児童養

護施設等において（委託）一時保護を

行い、心のケア等を行います。 

【非行防止教室等の開催と SNSにおける不適切な書き込みへの注意喚起等】 

 少年警察ボランティア、関係機関等と

連携し、非行少年等の居場所づくり活動

等の立ち直り支援を実施するとともに、

少年の規範意識を向上させるため、非行

防止教室等（リモート形式を含む）を開

催しました。（令和５年中 非行防止教

室６回、防犯教室 15回） 

 また、児童の性被害につながるＳＮＳ

上の不適切な書き込みに対する注意喚

起・警告や中学生・高校生等を対象にＳ

ＮＳにおける広報啓発等の対策を実施

し、被害の未然防止を図りました。 

居場所づくり活動を始めとした非

行少年等の立ち直り支援を実施する

とともに、非行防止教室等（リモート

形式を含む）の開催により少年の規

範意識の向上を図ります。また、ＳＮ

Ｓに起因する子どもの犯罪被害を未

然に防止するため、さまざまな媒体

を活用した広報啓発やＳＮＳ上の児

童の性被害につながる不適切な書き

込みに対する注意喚起・警告等の先

制的な対策を推進します。 

警察本部 

（少年課） 

 

 

３．重点テーマ「女性を犯罪から守る」  

 
令和５年度の取組概要 令和６年度の取組方向 主担当部 

【「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」の運営及び相談体制の強化】 

性犯罪・性暴力被害に遭った方の支援

のためのワンストップ相談窓口である

「みえ性暴力被害者支援センター よ

りこ」において、電話・ＳＮＳ相談、病

院への付添支援、心理的カウンセリング

など、被害者に寄り添った支援を関係機

関と連携しながら実施しました（相談件

数：497件）。 

また、「よりこ」の認知度向上および

性犯罪・性暴力被害者支援の輪を広げ、

予防教育やその根絶に向けた取組につ

いて説明する出前講座を実施するとと

もに、若い世代に対してＳＮＳを活用し

 多様化する性犯罪・性暴力被害者

のニーズに的確に対応するため、Ｓ

ＮＳ相談や連携協力病院を拡充する

など相談・支援体制の強化に取り組

むとともに、「よりこ」の認知度向上

および性犯罪・性暴力被害者支援の

輪を広げるため、警察等と連携した

出前講座を開催し、幅広い周知・啓発

に取り組みます。 

 また、子どもに性被害予防のため

の基礎知識を伝えるため、子どもや

その保護者等に子どもの性被害に関

する知識の周知・啓発に取り組みま

環境生活部 

（くらし・

交通安全

課） 
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て「よりこ」を周知し、相談しやすい環

境づくりに取り組みました（出前講座受

講者数：983名）。 

さらに、「『学校における児童生徒間の

性暴力対応支援ハンドブック』活用研

修」や「子どもの性被害防止出前講座」

など、性犯罪・性暴力被害予防の観点を

取り入れた研修を開催し、教職員等の性

暴力被害対応力の向上に取り組みまし

た。 

す。加えて、性犯罪・性暴力の根絶に

向けて、条例制定の検討を進めてい

きます。 

【「配偶者からの暴力防止等連絡会議」】の開催 

ＤＶ被害者支援について、関係機関に

よる「配偶者からの暴力防止等連絡会

議」を県内６か所で開催し、情報共有・

意見交換等を行うとともに、 女性相談

支援員等の専門性向上のための研修を

３回行いました。 

令和２年３月に策定した「三重県

ＤＶ防止及び被害者保護・支援基本

計画（第６次計画）」に基づき、ＤＶ

被害者の適切な保護・自立支援や性

別にとらわれない相談を行えるよう

関係機関と連携した取組を進めると

ともに、引き続き、ＤＶ対応と児童虐

待対応との連携強化を図ります。ま

た、「三重県ＤＶ防止及び被害者保

護・支援基本計画（第 6次計画）」が

最終年度となる一方で、「困難な問題

を抱える女性への支援に関する法

律」の施行に伴い、ＤＶ被害のほか、

女性をめぐるさまざまな課題の解消

に向け、ＤＶ防止及び被害者保護・支

援と困難な問題を抱える女性への支

援を一体化した基本計画の策定に取

り組みます。 

子ども・福

祉部 

（子育て支

援課） 

【SNS相談及び DV防止に係る啓発】 

電話相談や来所での相談が難しい方

向けにＬＩＮＥによる相談を継続しま

した。 

また、ＤＶや性暴力・性犯罪を防止す

るための啓発として、女性に対する暴力

をなくす運動期間を中心に県内 47 か所

の施設で相談窓口案内のミニカード（名

刺サイズ）やポケットティッシュを女性

ＤＶを許さない社会意識の醸成に

向けて啓発を行います。ＤＶ相談内

容については複雑化・多様化してい

ることから、適切な支援を受けられ

るよう対応職員の能力向上や関係機

関との連携強化に努めます。また、電

話相談や来所での相談が難しい方向

けにＬＩＮＥによる相談を行いま

子ども・福

祉部 

（子育て支

援課） 



 

~ 15 ~ 
 

が持ち帰りやすい場所などに配置しま

した。  

す。 

【人身安全関連事案への対応】 

ストーカー・ＤＶ事案等の人身安全関

連事案は、事態が急展開して重大事件に

発展するおそれが高い事案であるため、

関係部門が連携し、加害者の検挙、行政

措置等を講じました。また、被害者に対

する防犯指導、避難措置等の支援につい

て丁寧に説明し、安心感の醸成に努める

など、被害者等の安全確保を最優先とし

た迅速・的確な組織対応を徹底しまし

た。 

ストーカー・ＤＶ事案等の人身安

全関連事案は、事態が急展開して重

大事件に発展するおそれが高い事案

であるため、関係部門が連携し、加害

者の検挙、行政措置等を講じます。ま

た、被害者に対する防犯指導、避難措

置等の支援について丁寧に説明し、

安心感の醸成に努めるなど、被害者

等の安全確保を最優先とした迅速・

的確な組織対応を徹底します。 

警察本部 

（人身安全

対策課） 

 

４．重点テーマ「高齢者を犯罪から守る」  

 
令和５年度の取組概要 令和６年度の取組方向 主担当部 

【消費者トラブル防止に向けた出前講座の実施】 

 高齢者の消費者トラブル防止に向け、

県内各地で出前講座等を実施しました。

(８箇所実施、203人参加） 

消費生活相談件数に占める高齢者

の割合は、４割程度と高くなってい

ることから、高齢者の消費者トラブ

ル防止に向け、県内各地で出前講座

等を行います。 

環境生活部 

（くらし・

交通安全

課） 

【「消費者啓発地域リーダー」養成講座の開催及び消費者安全確保地域協議会の設置促進】 

地域での啓発活動や見守り活動の担

い手となる「消費者啓発地域リーダー」

を養成する講座を消費者啓発地域リー

ダーの少ない北勢、南部地域の２地域で

開催した結果、新たに 14 名の登録を得

ました(登録者数計 87 者)。さらに、地

域リーダーに定期的に啓発情報を提供

するとともに、フォローアップ講座を県

内４地域で開催し、各地域における啓発

活動の実施を促進、支援しました。 

 また、市町を訪問し、地域の見守り

力向上に向け、消費者に身近な市町にお

ける消費者安全確保地域協議会（見守り

「消費者啓発地域リーダー」によ

る地域における自主的な啓発活動を

促進、支援します。また、消費者に身

近な市町における見守り体制の充実

のため、消費者安全確保地域協議会

（見守りネットワーク）の設置に向

けた働きかけを行います。 

環境生活部 

（くらし・

交通安全

課） 
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ネットワーク）の設置に係る意見交換を

実施しました。 

【関係機関・事業者と連携した特殊詐欺被害防止対策の推進】 

依然として高齢者が高い割合を占め

る特殊詐欺の被害を減少させるため、

「高齢者が犯罪者グループ等からの電

話を受けないための対策の推進」、「県民

の警戒心・抵抗力を向上させるための広

報啓発の推進」及び「金融機関、コンビ

ニエンスストア等と連携した水際対策

の強化」を基本方針として、三重県にゆ

かりのある著名人小倉久寛氏を起用し

た発信力の高い広報啓発を実施すると

ともに、被害防止に有効な自動通話録音

警告機の設置促進（令和５年度は簡易型

自動通話録音機 1,300 台を高齢者世帯

等に配布）等を図ったほか、「特殊詐欺

被害防止対策会議」の開催等により、金

融機関をはじめとする関係事業者と連

携した水際対策の強化を推進するなど、

特殊詐欺被害防止に取り組みました。 

特殊詐欺の被害を減少させるた

め、「高齢者が犯罪者グループ等から

の電話を受けないための対策の推

進」、「県民の警戒心・抵抗力を向上さ

せるための広報啓発の推進」及び「金

融機関、コンビニエンスストア等と

連携した水際対策の強化」を基本方

針として、被害防止を図るための講

話や寸劇、自動通話録音警告機の無

償貸出事業などによる防犯対策を実

施するほか、関係機関や事業者等と

連携し、発生実態に応じた被害防止

対策を推進します。 

警察本部 

（生活安全

企画課） 

５．重点テーマ「近年懸念される犯罪等に対する安全・安心を確保する」  

 

令和５年度の取組概要 令和６年度の取組方向 主担当部 

【成人年齢引き下げに係る周知啓発】 

 民法の成年年齢の引下げを踏まえた

若年者の消費者トラブルの防止に向け、

教育機関と連携し、「青少年消費生活講

座」（33校 46回、4,058人参加）を開催

したほか、ラジオのパーソナリティが高

等学校（６校）を訪問して注意喚起を行

う事業を実施しました。また、テレビや

映画館で啓発ＣＭを放送・上映するとと

もに、ＳＮＳを活用した啓発（12月～１

月実施）を行うなど、多様な情報媒体に

よる取組を行いました。 

民法の成年年齢引下げを受けて、

教育機関等と連携しながら、若年者

を対象とした出前講座等を実施する

など、若年者向けの消費者教育に取

り組みます。また、多様な情報媒体の

活用や若年者の参画を得ながら、若

年者が消費者トラブルに遭うことな

く、自立した消費者として行動する

ための知識と意識を高めるための取

組を推進します。 

環境生活部

（くらし・

交通安全

課） 

【薬物乱用防止に係る啓発及び検査】 
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 「令和５年度三重県薬物乱用対策推進

計画」に基づき、警察本部、教育委員会

等の関係機関と連携し、薬物乱用防止に

関する啓発（街頭啓発 45回）、立入検査

（医療用麻薬等取扱施設の立入検査

2,575回）、再乱用防止（薬物依存者等の

相談応需 16 件、薬物依存者の家族教室

の開催４回）に取り組みました。 

関係機関と連携し、引き続き、計画

的な啓発や取締り、再乱用防止等を

実施し、大麻等の薬物乱用防止対策

に取り組みます。 

医療保健部 

（薬務課） 

 

【サイバー犯罪の取締り推進】 

サイバー空間の脅威に的確に対処す

るため、知見を有する学術機関や民間事

業者等との連携を一層強化するととも

に、演習環境の高度化や情報技術解析用

資機材の整備を推進することにより、最

新の情報技術等を悪用したサイバー犯

罪の取締りや専門的な警察職員の育成

等、官民一体となった被害防止対策に取

り組みました。 

変化を続けるサイバー空間の脅威

に的確に対応し、県民に不安を与え

る犯罪被害を防止するために、引き

続き、関係団体や民間事業者などと

連携して効果的な情報発信を行うな

ど、県民のサイバーセキュリティ意

識の向上を促進します。また、サイバ

ー犯罪の徹底検挙のため、警察職員

の対処能力の向上に向けた取組や電

磁的記録の解析を行う環境の高度化

に向けた取組を続けます。 

警察本部 

（サイバー

犯罪対策

課） 

【テロの未然防止に係る取組】 

 Ｇ７三重・伊勢志摩交通大臣会合に向

け、関連する情報の収集と分析、情勢に

応じた警戒警備、警備部隊の練度向上な

ど、警察による活動・取組のほか、関係

機関や民間事業者等と連携したテロ対

処合同訓練を実施するなど、官民一体と

なったテロ対策を推進し、警備を完遂し

ました。 

テロの脅威が継続する中、今後開

催が予定されている大規模行事（第

44 回全国豊かな海づくり大会）を見

据え、警備諸対策を推進するととも

に、テロの未然防止に向けて、県民の

理解と協力の下、引き続き官民一体

となったテロ対策に取り組みます。 

警察本部 

（警備企画

課） 

【犯罪に対する検挙力の向上】 

捜査支援分析機器や鑑定機器を活用

し、各種犯罪の早期検挙に取り組みまし

た（令和５年中  重要犯罪検挙率

77.6％）。また、デジタル技術を活用し

た高度ＡＩ画像分析システムを導入し、

捜査支援分析力の強化を図りました。 

犯罪の早期検挙に向けて、高度Ａ

Ｉ画像分析システムによる防犯カメ

ラ画像の分析、車両捜査支援システ

ムによる犯行車両等の発見・捕捉な

ど、科学技術を活用した捜査を一層

推進します。 

警察本部 

（刑事企画

課） 

【警察活動に係る基盤強化】 

老朽化した駐在所の建替等整備（建て 老朽化した交番・駐在所の建て替 警察本部 
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替え３施設、長寿命化３施設）を行った

ほか、パトカー未配備の駐在所へのパト

カー配備（１施設）を進めました。また、

山岳遭難発生時の捜索救助体制を強化

するため、山岳装備資機材を充実させる

とともに、山岳警備隊員の捜索救助技術

の向上を図りました。 

えや長寿命化、パトカーの配備、装備

資機材の充実など、警察活動を支え

る基盤の強化に取り組みます。 

（地域課） 

６．重点テーマ「交通事故ゼロ・飲酒運転ゼロをめざす」  

 
令和５年度の取組概要 令和６年度の取組方向 主担当部 

【「三重県交通安全条例」に係る周知啓発】 

令和５年中の交通事故死者数は５年

ぶりに増加して 66 人となり、前年から

６人の増加となりましたが、飲酒運転に

よる人身事故件数は 32件で前年から 10

件減少しました。 

また、「三重県交通安全条例」につい

て、ＳＮＳを用いた啓発を実施したほ

か、四季の交通安全運動実施要綱に記載

することにより、県民の交通安全意識・

交通マナーの向上、自転車損害賠償責任

保険等への加入促進を図りました。 

四季の交通安全運動における広報

啓発のほか、ＳＮＳ等を用いた啓発

を通して効果的・効率的に周知し、県

民の皆さんの交通安全意識や交通マ

ナーの向上、自転車損害賠償責任保

険等への加入促進を図ります。 

環境生活部 

（くらし・

交通安全

課） 

【高齢者の交通事故防止に係る取組】 

  高齢者の交通事故防止を交通安全県

民運動の年間重点目標に掲げて広報啓

発を行うとともに、11 月４日、５日に

は、安全運転サポート車の乗車体験研修

会を開催するなど、交通安全意識の向上

を図りました。 

 また、広報紙に「運転免許証自主返納

サポートみえ」の登録事業者から受けら

れる各種サービスを掲載し、運転免許証

を自主返納しやすい環境づくりに努め

ました。 

 さらに、交通安全研修センターにおい

て、高齢者向けの参加・体験・実践型の

 高齢者の交通事故防止を年間重点

目標として広報・啓発するとともに、

安全運転サポート車の乗車体験型研

修会を通しての普及啓発や、「運転免

許証自主返納サポートみえ」の周知

と充実を図ります。 

 さらに、交通安全研修センターに

おける高齢運転者を対象とした参

加・体験・実践型の交通安全教育を進

めていくことで、事故防止啓発の相

乗効果を高めていきます。 

 

環境生活部 

（くらし・

交通安全

課） 
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交通安全教育を行いました。（令和５年

度 427人） 

【参加・体験・実践型の交通安全教育への取組】 

 交通安全研修センターにおいて、子ど

もから高齢者に至る幅広い県民の皆さ

んを対象に、施設、設備の強みを生かし

た参加・体験・実践型の交通安全教育研

修を実施しました。 

（令和５年度 3,862人） 

 また、地域での指導者養成を目的とし

た講習や社会問題となっている高齢運

転者等に特化した講習を重点的に推進

しました。 

 交通安全研修センターにおいて、

子どもから高齢者に至る幅広い県民

の皆さんを対象に、施設、設備の強み

を生かした参加・体験・実践型の交通

安全教育に取り組みます。 

 また、地域や職域で活動する交通

安全教育指導者および高齢者を対象

とした講習なども推進します。 

 

環境生活部 

（くらし・

交通安全

課） 

【飲酒運転違反撲滅に係る再発防止対策の実施】 

 「第３次三重県飲酒運転０（ゼロ）を

めざす基本計画」に基づき、飲酒運転根

絶に向けた広報・啓発等の取組を推進し

ました。 

 特に、飲酒運転違反者 312人（令和５

年度）に対して、アルコール依存症に関

する受診義務通知を行うとともに、期限

までに報告のない者への勧告・再勧告を

行い受診の促進を図りました。 

 さらに、酒類販売管理者研修参加者

755名（令和５年度）に対して啓発を実

施しました。 

 飲酒運転根絶に向けて、四季の交

通安全運動等を通じて重点的に啓発

し、規範意識の定着に向けた取組を

推進します。 

 また、飲酒運転根絶のためには、再

発防止対策が重要であることから、

更なるアルコール依存症に関する受

診の促進、飲酒運転防止相談などの

取組を推進します。 

 

環境生活部 

（くらし・

交通安全

課） 

【交通ルール遵守と正しい交通マナーの定着に係る広報啓発】 

ドライバー目線の歩行者保護対策と

して「ＡＣＴＩＯＮ38キャンペーン」を

推進するため、事業所単位での各種活動

の促進を図るべく、ＡＣＴＩＯＮ38 推

進事業所の指定を行ったほか、歩行者に

対し、横断歩道横断時、自ら少し手をあ

げる等の交通行動を促す「横断歩道“ハ

ンドサイン”キャンペーン」の周知を図

るため、県民からの公募によりシンボル

マークを作成しました。 

県内３校の高校生に対し「セーフテ

ドライバー目線の歩行者保護対策

として「ＡＣＴＩＯＮ38 キャンペー

ン」の更なる推進に向け、より多くの

ＡＣＴＩＯＮ38 推進事業所の指定を

行うほか、「横断歩道“ハンドサイン”

キャンペーン」の周知を図るため、シ

ンボルマークを活用して積極的な広

報を推進します。 

このほか、県内の高校生に対して

は、「セーフティ・バイシクルリーダ

ー」を委嘱して自主的な自転車安全

警察本部 

（交通企画

課） 
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ィ・バイシクルリーダー」を委嘱し、自

転車乗車用ヘルメットの着用促進等に

向けた広報啓発活動を行い、自転車安全

利用の機運を高めました。 

高齢者に対し、高齢者交通安全アドバ

イザー、地域交通安全活動推進委員等の

交通ボランティアと連携した高齢者宅

訪問による交通安全教育や各種シミュ

レーター等を活用した参加・体験・実践

型の交通安全教育を推進しました。 

利用活動を促進します。 

また、高齢者に対しては、関係機

関・団体と連携し安全運転サポート

車の普及に向けた広報や各種シミュ

レーター等を活用した参加・体験・実

践型の交通安全教育を推進します。 

【歩行者の安全確保のための交通安全施設等の適正管理】 

歩行者の安全を確保するため、ゾーン

30プラス（２地区）の整備、摩耗した横

断歩道の塗り替え（1,494 本）及び歩行

者用灯器を増灯（28灯）しました。また、

老朽化した信号制御機（153基）、信号柱

（113本）、路側式道路標識（1,116本）

及び視覚障害者用付加装置（10基）を更

新しました。 

 加えて、道路交通環境の変化等によ

り実態に合わなくなった交通規制の見

直しを進め、信号機（７基）を撤去する

など、交通安全施設等の適正な維持管理

に努めました。 

交通の安全と円滑を図るため、信

号灯器のＬＥＤ化、摩耗した横断歩

道等の道路標示の塗り替えを進める

とともに、老朽化した信号制御機等

の交通安全施設の更新を推進しま

す。 

また、道路交通環境の変化等によ

り実態に合わなくなった交通規制の

見直しを進めるなど、交通安全施設

等の適正な維持管理に取り組みま

す。 

警察本部 

（交通規制

課） 

【交通事故抑止に係る交通指導取締りの推進】 

交通事故の発生状況の分析を通じて

把握した危険箇所や地域住民からの要

望を踏まえ、交通事故抑止に係る交通指

導取締りを推進しました。特に交通事故

に直結する悪質性・危険性の高い違反に

重点を置いた取締りを県内各署で推進

した結果、令和５年中は、移動オービス

等を活用した速度違反取締り（11,304

件）、横断歩行者等妨害等違反（4,962

件）、飲酒運転（303件）、信号無視違反

（3,881件）等を検挙しました。 

引き続き、悪質性・危険性の高い違

反に重点を置いた交通指導取締りを

推進するとともに、ＡＩが交通事故

発生予測を行う「事故発生リスクＡ

Ｉアセスメント」サービスを導入し、

既存の分析システムとともに活用す

ることにより、効果的な交通指導取

締りを推進します。 

警察本部 

（交通指導

課） 
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Ⅲ 数値目標の進捗状況                         

この章では「アクションプログラム・第２弾」における３つの基本目標と重点テーマそれ

ぞれに設定されている６つの活動指標について、令和５年度の実績値を掲載し、進捗状況を 

お示しします。 

 

【目標項目】 

目標項目 目標設定時の値 目標値 

(令和 5 年) 

刑法犯認知件数 11,247 件 6,300 件未満 

交通事故死者数※ 87 人 60 人以下 

地域の防犯・交通安全活動に参加し

たことがある割合 

31.9％ 37.5％ 

 

 

【活動指標】 

重点テーマ 目標項目 
目標設定

時の値 

目標値 

(Ｒ５年度末) 

１ 地域の防犯力を高める 安全・安心まちづくり地域リーダーの配

置市町数 

15 市町 

(Ｒ元年度) 

29 市町 

２ 子どもを犯罪から守る 「居住する地域内で子どもが犯罪被害か

ら守られている」と感じる人の割合 

 47.6％ 

(Ｒ元年度) 

56.0％ 

３ 女性を犯罪から守る 「居住する地域内で女性が犯罪被害から

守られている」と感じる人の割合 

 21.2％ 

(Ｒ元年度) 

28.0％ 

４ 高齢者を犯罪から守る 「居住する地域内で高齢者が犯罪被害か

ら守られている」と感じる人の割合 

 30.5％ 

(Ｒ元年度) 

37.3％ 

５ 近年懸念される犯罪等に

対する安全・安心を確保

する 

直近の犯罪情勢等を踏まえ、毎年度目標

を設定 

※令和４年度は「防犯ボランティア団体・事

業者等の取組の県 HP における掲載件数」 

― ― 

６ 交通事故ゼロ・飲酒運転 

ゼロをめざす 

交通事故死傷者数 6,223 人 

(Ｈ30 年中) 

3,100 人

以下  
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１ 基本目標 

目標項目 
目標設定時 

(平成 30年) 

昨年度値 

（令和４年） 

現状値 

（令和５年） 

目標値 

（令和５年） 

R3年度目標達成により目

標値を更新しています 

刑法犯認知件数 11,247件 7,647件 9,955件 
6,300件未満 

（更新前 7,500件未満） 

 

 

 

目標項目 
目標設定時 

(平成 30年) 

昨年度値 

（令和４年） 

現状値 

（令和５年） 

目標値 

（令和５年） 

交通事故死者数※１ 87人 60人 66人 60人以下 

※１ 交通事故発生から 24時間以内に死亡した人の数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

211 

167 

135 
112 

87 
60 

参考：三重県の交通事故死者数の推移

50 人
60 人
70 人
80 人
90 人

アクションプログラム計画期間における

交通事故死者数の推移

交通事故死者数 目標値

※順調に推移し、令和４年度は目標値を達成した。 ※減少傾向で推移しており、令和４年は統計の

残る昭和 29 年以降最小を更新した。 

※平成 14 年をピークに減少傾向にあり、令和３年には戦

後最少をとなったが、令和５年度は増加傾向となった。 

 

6,000 件
7,000 件
8,000 件
9,000 件

10,000 件
11,000 件
12,000 件

アクションプログラム計画期間における

刑法犯認知件数の推移

刑法犯認知件数 目標値

 

39,246 

47,600 

28,103 

23,425 
17,550 

11,247 
9,955 

参考：三重県の刑法犯認知件数の推移

件数 

221 
211 

167 
135 

112 
87 

66 

平

成

13

14 16 18 20 22 24 26 28 30 令

和

５

参考：三重県の交通事故死者数の推移

  

 

人数 
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目標項目 
目標設定時 

※３ 

昨年度値 

（令和４年） 

現状値 

（令和 5 

年） 

目標値 

（令和５年） 

地域の防犯・交通安全

活動に参加したことが 

ある人の割合※２ 

31.9％ 24.6％ 14.0％ 37.5％ 

※２ 三重県「eモニターアンケート」における数値は、「目標設定時数値」が令和元年度、「昨年度値」は令和 4年度、「目標値」 

は令和 5年の値を指します。 

※３ 割合は、三重県「eモニターアンケート」における回答結果。 

 

 
  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

地域の防犯・交通安全活動に参加したことがある人の割合の推移

活動参加割合 目標値

※地域の防犯・交通安全活動に参加したことがある人の割合は、目標設定時の割合(31.9％)から、

令和５年度は 14.0％と減少している。 

14.0％ 

 

※目標値を達成するため、より多くの県民へ防犯・交通安全活動の有効性を示し、活動への参加を

呼び掛ける必要がある。 

目標値 

 

37.5％ 

 
31.9％ 
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２ 重点テーマ活動指標 

重点テーマ 目標項目 

目標 

設定時 

(R元年度) 

昨年度値

（R４年

度） 

実績値 

(R５年度) 

目標値 

(R5年度) 

１ 
地域の防犯力を 

高める※ 

安全・安心まちづくり

地域リーダーの配置市

町数 

15市町 17市町 20市町 29市町 

※県が実施する「安全・安心まちづくり地域リーダー養成講座」の修了者が配置された市町数 

 

 

 

 

重点テーマ 目標項目 

目標 

設定時 

(R元年度) 

昨年度値 

(R４年

度) 

実績値 

(R５年度) 

目標値 

(R５年度) 

２ 
子どもを 

犯罪から守る※ 

「居住する地域内で子

どもが犯罪被害から守

られている」と 

感じる人の割合 

47.6％ 43.9％ 34.3％ 56.0％ 

※目標項目は、三重県「eモニターアンケート」の調査結果において、「感じる」及び「どちらかと言えば感じる」と回答した人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

「子どもが犯罪被害から守られている」と感じる人の割合

各年度の割合 目標値

47.6％ 

 

※目標値を達成するためには、より多くの県民が居住する地域で行われ活動を知ることができるよ

う、防犯活動の可視化していく。 

 必要があると考えられる。 

34.3％ 

 

目標値 

 

56.0％ 

 

※「居住する地域内で子どもが犯罪被害から守られている」感じる人の割合は、目標設定時の割合

(47.6％)から、令和５年度は 34.3％と減少した。 

約 10％減少している。 

※目標値を達成するため、未配置の市町で活動する防犯ボランティアの養成講座への参加を促進す

る必要がある。 
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重点テーマ 目標項目 

目標 

設定時 

(R元年度) 

昨年度値 

(R４年

度) 

実績値 

(R５年度) 

目標値 

(R５年度) 

３ 
女性を 

犯罪から守る※ 

「居住する地域内で女

性が犯罪被害から守ら

れている」と感じる人

の割合 

21.2％ 19.4％ 21.9％ 28.0％ 

※目標項目は、三重県「eモニターアンケート」の調査結果において、「感じる」及び「どちらかと言えば感じる」と回答した人の割合 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

「女性が犯罪被害から守られている」と感じる人の割合

各年度の割合 目標値

21.2％ 

 

21.9％ 

 

目標値 

 
28.0％ 

 

※「居住する地域内で女性が犯罪被害から守られている」感じる人の割合は、目標設定時の割合

(21.2％)から、令和５年度は 21.9％と微増している。 

約 10％減少している。 ※目標値を達成するためには、より多くの県民が居住する地域で行われ活動を知ることができるよ

う、防犯活動の可視化していく 

 必要があると考えられる。 
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重点テーマ 目標項目 

目標 

設定時 

(R元年度) 

昨年度値 

(R４年

度) 

実績値 

(R５年度) 

目標値 

(R５年度) 

４ 
高齢者を 

犯罪から守る※ 

「居住する地域内で高

齢者が犯罪被害から守

られている」と 

感じる人の割合 

30.5％ 26.2％ 25.0％ 37.3％ 

※目標項目は、三重県「eモニターアンケート」の調査結果において、「感じる」及び「どちらかと言えば感じる」と回答した人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

重点テーマ 目標項目 

目標 

設定時 

(R３年度) 

昨年度値 実績値 目標値 

５ 

近年懸念される

犯罪等に対する

安全・安心を 

確保する※ 

防犯ボランティア団

体・事業者等の取組の

県 HPにおける掲載件

数 

67件 ― 67件 80件 

※テーマ５における活動指標は、直近の犯罪情勢等をふまえた議論を経て毎年度目標を設定するこ

ととなっているため、昨年度値はありません。また、目標値は令和５年度のものです。 

 

 ※来年度以降も引き続き取組を紹介する防犯ボランティア団体や事業者等を調査し、掲載数の増加を

めざしていく。 

 

0%

10%

20%

30%

40%

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

「高齢者が犯罪被害から守られている」と感じる人の割合

各年度の割合 目標値

30.5％ 

 
25.0％ 

 

※「居住する地域内で高齢者が犯罪被害から守られている」感じる人の割合は、目標設定時の割合

(30.5％)から、令和５年度は 25.0％と減少している。特に特殊詐欺の被害件数の増加（R４：142

件→R５：274 件）が減少の要因と思われる。 

約 10％減少している。 ※目標値を達成するためには、より多くの県民が居住する地域で行われ活動を知ることができるよ

う、防犯活動の可視化していく 

 必要があると考えられる。 

目標値 

 

37.3％ 
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重点テーマ 目標項目 
現状値 

(R元年度) 

昨年度値 

(R４年度) 

実績値 

(R５年

度) 

目標値 

(R５年度) 

R3年度目標達成

により目標値を

更新しています 

６ 

交通事故ゼロ・ 

飲酒運転ゼロを 

めざす※ 

交通事故死傷者数 6,223人 3,698人 
3,833

人 

3,100人 

以下 

※テーマ６の現状値は、平成 30年中の交通事故死傷者数です。 

 

 

Ⅳ 令和５年度の総括  ～成果と課題をふまえた今後の取組の方向性～      

１ 令和５年度における成果 

〇 アクションプログラムの主軸となる３分野（県・警察・教育委員会）のワーキンググル

ープを開催し、顔の見える関係性の構築や連携に向けた協議を重ねることで、各分野同士

が協力して安全安心まちづくりに向けた取組を実施することができました。 

 

〇 地域の防犯活動等をけん引する意志のある方などを対象に、「安全安心まちづくり地域

リーダー養成講座」を県教育委員会主催「スクールガード・リーダー育成講習会」と併せ

共同開催し、新たな地域リーダーを 28 名養成することができました。 

 

〇 県民の皆さんの防犯意識の高揚と、犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりの推

進等を目的としたイベント「安全・安心まちづくりフォーラム」を県と警察本部が協力し

て開催し、53 名が参加しました。 

 

〇 地域における「構成員の高齢化」や「担い手不足」といった課題に対応するため、「犯

罪のない安全で安心な三重のまちづくり推進会議」から意見聴取のうえ、地域に密着した

事業者が積極的に防犯活動に参画いただける仕組みを検討し、「安全・安心な三重のまち

づくり防犯サポート事業者登録制度」として令和５年６月から実施し、令和６年３月現在、

391 事業者が登録することができました。 

 

 

 

 

 

 

※順調に推移し、目標値を達成することができた 

※令和５年度は前年度と比べ、交通事故死傷者数は微増となった。 
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２ 令和５年度の課題 

（１）県民の体感治安及び防犯意識の向上（意識づくり） 

    「子ども・女性・高齢者が犯罪被害から守られているか」というテーマで、県が実施

したアンケート（令和５年６月実施。三重県「eモニターアンケート」）において、「犯

罪被害から守られている」と回答した割合が 34.3％（子ども）、21.9％（女性）、25.0％

（高齢者）といずれも「守られている」と感じる県民が少ないという結果が出ています。 

     県民の犯罪等への不安が依然として解消されていないことから、県民の体感治安や 

  防犯意識向上につながる取組を進める必要があります。 

 

（２）地域における持続可能な防犯活動のための事業者との連携（地域づくり） 

     安全で安心なまちづくりにおいて重要な役割を担う防犯ボランティア団体は、「高齢 

化」や「担い手不足」といった課題を抱えています。県民が安全に安心して生活できる

よう、地域において持続可能な防犯活動が継続されることが重要です。 

     そのため、「構成員のほとんどが現役世代である」、「廃業しない限りは地域に存在し 

続ける」といった特徴を持つ事業者との連携を積極的に進め、将来的に地元ボランティ 

アとの連携を目指して、「三重のまちづくり防犯サポート事業者登録制度」にできるだ 

け多くの事業者に参画いただくことが必要です。 

 

（３）「安全安心まちづくり地域リーダー」の養成（地域づくり） 

地域の防犯活動等をけん引する「安全安心まちづくり地域リーダー」を新たに 28名養 

成することができましたが、未配置市町への新たな配置はできませんでした。 

    引き続き、地域等への呼びかけを進めていくとともに、市町をはじめとした関係機関

と連携し、新たな防犯ボランティア団体の掘り起こしを進める必要があります。 

 

（４）特殊詐欺被害防止について（環境づくり） 

   令和５年中、三重県内において発生した特殊詐欺被害状況については、発生件数が

274件（前年比＋132件）、被害金額が約７憶 760万円（前年比＋約１憶 1,970万円）と

多く発生している状況にあります。 

   県民に特殊詐欺被害防止を呼びかけていき、被害防止の啓発活動を進めていく必要が

あります。 
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３．令和６年度の重点取組 

（１）アクションプログラム第３弾の推進について（意識づくり） 

   令和６年３月に改正した「安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラム・第

３弾」を県民に広く周知することで活用を促し、防犯に対する意識向上に努めます。 

 

（２）県民の体感治安及び防犯意識の向上について（意識づくり） 

     県民の皆さんの防犯意識向上を図るため、防犯ボランティア団体や事業者、市町担当 

者等が一堂に会する「安全・安心まちづくりフォーラム」を開催するとともに、「自分は 

地域から守られている」と感じることができるよう、ホームページやＳＮＳを活かした

広報活動を強化し、防犯活動の「見える化」を図ります。 

 

（３）地域における持続可能な防犯活動のための事業者との連携について（地域づくり） 

    令和５年６月から運用を開始した「安全・安心な三重のまちづくり防犯サポート事業

者登録制度」について、多くの事業者に参加いただけるよう、事業者団体や市町等を通

じて幅広く制度を周知します。 

 

（４）「安全安心まちづくり地域リーダー」の養成について（地域づくり） 

   「安全安心まちづくり地域リーダー」が未配置である市町への積極的な働きかけを通 

じ、全市町への「安全安心まちづくり地域リーダー」配置をめざします。また、関係機 

関が把握する活動団体へも参加を促し、リーダー数の増加による自主防犯活動の活性化、 

地域防犯力の底上げに努めます。 

 

（５）特殊詐欺被害防止活動について（環境づくり） 

   特殊詐欺等の被害が多発している状況にあります。県としては、出前講座や啓発イベ

ントを介して、県民に対し情報発信を強化し、詐欺被害防止に努めます。 
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